
建設発生土の取り扱いに関する基本事項 
 
 
 建設工事の計画及び設計にあっては、建設発生土の抑制及び再利用に配慮した適切な計画立案と設計の実施に
努め、また施工にあっては建設発生土の現場内利用の促進、適切な工法選択等によりその搬出量の抑制に努める
ことを基本とする。 
 尚、建設発生土の現場内利用が困難な場合は下記を参考に適切に処理するものとする。 
  
 

                               

 

・計画・設計段階で切土、盛土の均衡の取れた土量計画や、土壌改良による在来土利用、工法等の工夫による 
建設発生土の抑制等、再利用に配慮した計画の立案と設計の実施に努める。 

                               

 
 
 

・建設発生土は極力現場内での埋戻材への流用や土壌改良による在来土の利用など再利用に努める。 
・住宅密集地など現場内に建設発生土の仮置きが困難であると考えられる場合は、必要に応じて経費等（往復 
運搬費、仮置場積込費、借地料等）を計上できるものとするが、極力官地等を利用するものとする。 

 
 
 
 
 
 
           

・現場内流用が困難な場合は、50km の範囲内での公共工事に流用するものとする。 
・原則搬出側は積込費、運搬費を計上し、受入側は受入後の必要経費を計上するものとするが、これによりが 
たい場合は双方の協議により決定できるものとする。 

・搬出側は建設発生土の流用に先立ち受入側と受入条件を協議するとともに、必要な場合は土質試験を行いそ 
の結果を受入側に通知する。 

 
 
 
 
 
 
 

・積算完了時までに受入先が調整できない建設発生土については、受入先（50km の範囲内）を想定した必要経    
費を計上しておき、工事契約後決定し次第指定するものとする。  

・当初設計では運搬距離（想定）を参考距離として明示し、受入地の場所は明示しない。 
         ・原則搬出側は積込費、運搬費を計上し、受入側は受入後の必要経費を計上するものとするが、これによりが 

たい場合は双方の協議により決定できるものとする。 
・調整の結果、受入先の変更や受入条件の変更が生じた場合は、適切に変更対象とし処理するものとする。 

 
 
 
 
 
 

・工事契約後、受注者より協議のあった受入地に建設発生土を搬出し建設資材等として活用する。 
・発注者は建設発生土搬出前に受注者に対し受入地に関する資料の提出を求め、適否の審査をした上で指定す 
るものとする。 

・原則搬出側により積込費、運搬費、整地費等必要経費を計上することとするが、これによりがたい場合は双 
方協議により決定できるものとする。 

 
 
 
 
 
 

・原則として①～④までの処理が困難な場合に限り適用する。 
         ・民間常設受入施設の指定にあたっては各施設の利用規則に従うこととし、積込費、運搬費等必要経費に加え 
          投棄料等についても適切に計上することとする。 

 
 

○ 建設発生土の抑制、再利用に配慮した計画立案と設計の実施 

① 建設発生土の現場内流用 
※現場内の埋戻材等に流用、土壌改良による在来土の利用等 

② Ａ指定処分【発注者指定】 
※５０ｋｍの範囲内での公共工事で流用 
・他工事流用Ⅰ（市の工事） 
・他工事流用Ⅱ（国、県等他の公共工事） 

④ Ｂ指定処分「準指定処分」【受注者確保】 
※契約後、業者が確保した受入地に流用 
・他工事流用Ⅲ（民間工事） 

⑤ Ｃ指定処分「最終処分」【発注者指定】 
※民間常設受入施設へ搬出し最終処分 
・最終処分（民間常設受入施設） 

【①現場内流用が困難な場合】 

【②Ａ指定処分地の設定が困難な場合】 

【③Ｂ指定処分地の調整が困難な場合】 

【①～④全ての処理が困難な場合】 

③ Ｂ指定処分「準指定処分」【発注者指定】 
※受入先を想定としておき、契約後受入先を指定し流用 
・他工事流用Ⅰ（市の工事） 
・他工事流用Ⅱ（国、県等他の公共工事） 



 

【建設発生土の積算に関する新旧比較表】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※C 指定処分を実施する場合は、運搬費、処分費に対し比較検討し、安価となる処分場への処分にて計上する。 

 

（旧） （新）R4.4.1より適用

1).Ａ指定処分（指定地までの距離）
2).Ｂ指定処分（想定距離50kmの範囲内）

1).Ａ指定処分（指定地までの距離）
2).Ｂ指定処分（想定距離50kmの範囲内）
3).Ｃ指定処分（指定地までの距離）

1).指定地条件による費用の計上
2).端押し費用の計上

1).指定地条件による費用の計上
2).端押し費用の計上
3).指定地条件による費用の計上

・運搬費の計上（仮置場までの往復費用）
・積込費の計上（仮置場での積込費用）
・借地料の計上（立木、立毛補償含む）

・運搬費の計上（仮置場までの往復費用）
・積込費の計上（仮置場での積込費用）
・借地料の計上（立木、立毛補償含む）

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ・変更対象（設計数量変更に伴う場合）

・現地確認、搬出調書及び伝票、管理写真等 ・現地確認、搬出調書及び伝票、管理写真等

（旧） （新）R4.4.1より適用

1).４ｋｍ（高山土木事務所管内）
2).３ｋｍ（古川土木事務所管内）

―

・端押し費用の計上 ―

・運搬費の計上（仮置場までの往復費用）
・積込費の計上（仮置場での積込費用）
・借地料の計上（立木、立毛補償含む）

―

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

増 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

減 ・変更対象（設計数量変更に伴う場合） ―

・搬出調書及び伝票、管理写真等 ―処理状況確認方法

変
更
設
計
時

処分量

運搬距離

処分費
（投棄料含む）

仮置場設置費等

処理状況確認方法

○自由処分
【請書、100m3未満の工事】

当
初
設
計
時

運搬距離

処分費

仮置場設置費等

○指定地処分
 【100m3以上の工事】

当
初
設
計
時

運搬距離

処分費

仮置場設置費等

変
更
設
計
時

処分量

運搬距離

処分費
（投棄料含む）

仮置場設置費等


